
懲  戒  処  分  書  
 

事  務  所         沖縄 県 中頭 郡 読谷 村 字都 屋 ２５ ３ 番地  
被処 分 者       土地 家 屋調 査 士    當  眞  和  子  

 
上記 の 者に 対 し、 次の と おり 処 分す る 。  

 
主    文  

 
土地 家 屋調 査 士法 第４ ２ 条第 ２ 号の 規 定に よ り、その 業 務を 平 成２ ２年 ８ 月

２３ 日 から １ 週間 停止 す る。  
 

理    由  
１  処 分の 事 実  
  土 地 家 屋 調 査 士 當 眞 和 子 （ 以 下 「 被 処 分 者 」 と い う。） は 、 昭 和 ○ ○ 年 ○

月○ ○ 日土 地 家屋 調査 士 の資 格 を取 得 し、昭和 ○ ○年 ○ ○月 ○ ○日 付け 沖 縄

第○ ○ ○号 を もっ て土 地 家屋 調 査士 の 登録 を 受け 、上 記 事務 所 にお いて 土 地

家屋 調 査士 業 務に 従事 し てい る 者で あ るが 、被 処 分者 の 行っ た 行為 につ い て 、

以下 の 事実 が 認め られ る 。  
⑴  被 処分 者 は 、平 成 ２０ 年１ ０ 月２ 日 、沖 縄 県中 頭 郡読 谷 村の 土地（ 以 下

「 本 件土 地 」 と い う 。） の 所 有 権 移転 仮 登 記権 利 者 で あ るＡ か ら 、 本 件土

地の 地 目変 更 登記 を依 頼 され た 。  
  Ａ が被 処 分者 事務 所 を訪 れ た際 、被処 分 者が 不 在で あっ た ため 、Ａ は 対

応し た 被処 分 者の 補助 者 であ る Ｂに 本 件登 記 を依 頼 した。Ｂ は同 日、被処

分者 に この 件 を連 絡し て いる 。  
  な お、 Ａ と被 処分 者 とは 以 前か ら 知り 合 いで あ った 。  
⑵  Ｂ から 連 絡を 受け た 被処 分 者は 、本件 に つい て Ａに 電話 し たが 、連 絡 が

取れ な かっ た とこ ろ、同月 １ ４日、Ａ か ら被 処 分者 に 電話 連絡 が あっ た の

で、被 処 分者 は、本 件土 地 の所 有権 登 記 名義 人 であ る Ｃを 被処 分 者の 事 務

者へ 連 れて く るよ う依 頼 した 。  
  こ れに 対 しＡ は 、Ｃ が 同年 ９ 月６ 日 に既 に 死亡 し てい るこ と を承 知 して

いな が ら 、被 処 分者 に「 Ｃは 引き こ もり で 、他 人 と会 え るよ うな 状 態で は

ない 」 と述 べ 、同 行で き ない 旨 説明 し た。  



  な お、 本 件土 地の 相 続を 原 因と す る所 有 権移 転 登記 は未 了 であ っ た。  
⑶  同 年１ ０ 月１ ７日 、Ａ はＣ の 兄で ある Ｄ とと も に 、Ｃ 名 義の 委任 状 、土

地明 細 書の 原 本証 明、売買 契 約書、領 収 書を 持 参し て 被処 分者 の 事務 所 を

訪れ た。被処 分 者は 、Ａ が 所有 者又 は 所 有者 の 親族 の みが 取得 で きる 本 件

土 地 に 係 る 読 谷 村 軍 用 地 主 会 発 行 の 土 地 明 細 書 の 原 本 証 明 を 持 参 し た こ

とか ら 、Ｃが 健 在で ある と 誤信 し 、かつ 、他の 書 類等 か ら本 件土 地 の真 の

所有 者 はＡ で ある こと は 明ら か であ る こと か ら、こ れ 以上 、引 き こも りで

ある Ｃ との 面 談要 求は 不 要と 考 え、本 件地 目 変更 登 記申 請を 受 託し 、Ｂ に

登記 申 請書 の 作成 を指 示 した 。  
⑷  同 年１ １ 月５ 日、Ｂは 、申 請 人を Ｃ とす る 本件 土 地の 地目 変 更登 記 申請

書及 び 本人（ 申請 意 志 ）確 認 の方 法 の 欄に「 面 談に より 確 認 」と 記 載し た

不動 産 調査 報 告書 を作 成 した が 、被 処 分 者の 当 該申 請 書及 び不 動 産調 査 報

告書 の 確認 を 受け るこ と なく 、同 日、那 覇地 方 法務 局 宜野 湾出 張 所へ 当 該

申請 書 を提 出 した 。  
本件 申 請は 、同日 付 け第 ○○ ○ ○○ 号 で 受理 さ れ、登 記を 完 了し てい る 。 

⑸  後 日、本 件 土地 に つい て 権利 者 Ａ、義務 者 Ｃの 相 続人 とし て 所有 権 移転

仮登 記 に基 づ く本 登記 が 申請 さ れた こ とに よ り、被 処分 者 が本 人 確認 及び

申請 意 思確 認 を怠 って 地 目変 更 登記 を 申請 し たこ と が発 覚し た 。  
 

２  処 分の 理 由  
  こ れら の 事実 は、当 局及 び 沖縄 県土 地家 屋 調査 士 会の 調査 並 びに 被 処分 者

の供 述 から 明 らか であ る 。  
  土 地 家 屋 調 査 士 が 登 記 申 請 を 受 任 す る 際 は 、 登 記 の 真 正 を 担 保 す る た め 、

委 任 者 の 本 人 確 認 及 び 登 記 申 請 意 思 確 認 を 必 ず 行 わ な け れ ば な ら な い に も

かか わ らず 、被処 分者 は 、以 前 から の 知 り合 い であ る Ａの 虚言 を 鵜呑 み にし 、

Ｃに 対 する 本 人確 認及 び 登記 申 請意 思 確認 を 怠っ た 。  
  ま た、被処 分 者が 登 記申 請 書及 び不 動産 調 査報 告 書の 作成 を 補助 者 任せ に

した 上 、自ら 確 認を し なか った た めに 、Ｂが 虚 偽の 記 載を した こ とに も 気付

かず 登 記申 請 に及 んだ こ とは 、仮 に 、そ れが 補 助者 の 判断 のみ に よっ て 行わ

れた と して も 、それ は 監督 責任 を 果た して い ない の であ って 、自 らの 行 為と

同一 視 され る こと から 、 その 責 任を 免 れる こ とは で きな い。  
  被 処分 者 のこ のよ う な行 為 は 、公 正か つ 誠実 に その 業務 を 行い 、国 民の 権

利 の 明 確 化 に 寄 与 す べ き 責 務 を 有 す る 土 地 家 屋 調 査 士 と し て の 自 覚 を 欠 き 、



土地 家 屋調 査 士に 対す る 社会 的 信用 を 失墜 さ せる も ので あっ て 、土 地家 屋 調

査士 法 第２ 条（職 責 ）、第 ２ ３条（ 虚偽 の調 査 、測 量 の禁 止 ）、第 ２ ４条（ 会

則の 遵 守義 務 ）、沖 縄 県土 地 家屋 調査 士 会会 則 第８ ７ 条（ 品 位保 持 等 ）、第 ８

８ 条 （ 会 則 等 の 遵 守 義 務）、 第 １ ０ ３ 条 （ 補 助 者 の 使 用 責 任 ） の 各 規 定 に 違

反す る もの で ある 。  
  し か し な が ら 、 被 処 分 者 は 、 Ｃ の 相 続 人 の 一 人 で あ る Ｄ と は 直 接 面 接 し 、

地目 変 更登 記 申請 につ い て了 解 を得 て おり 、結 果的 に は 、本 来 申請 人と な る

べき 者 の本 人 確認 及び 登 記申 請 意思 確 認を 行 った 上、同 人の 意 志ど おり に 登

記申 請 がな さ れて おり 、か つ 、本 件 行為 によ っ て何 人 にも 損害 を 与え て いな

い。  
  ま た、被処 分 者は 、開 業以 来 ２５ 年余 り にわ た り、非違 行為 も なく 、公 正

かつ 誠 実に 職 務を 遂行 し てき た こと 、さら に 被処 分 者は 、当 局の 調査 に 対し

ても 、 終始 、 協力 的で あ った こ とな ど 、斟 酌 すべ き 事情 も認 め られ る 。  
  よ って 、 これ らに 一 切の 事 情を 総 合的 に 考慮 し 、 主 文 の と お り 処 分 す る 。 
  な お 、こ の 処分 に 不服 があ る とき は 、こ の 処分 が あっ た こと を知 っ た日 の

翌 日 か ら 起 算 し て ６ ０ 日 以 内 に 福 岡 法 務 局 長 に 審 査 請 求 を す る こ と が で き

る。  
  お って 、こ の処 分 の取 消し の 訴え を提 起 する 場 合は 、こ の処 分が あ った こ

とを 知 った 日 の翌 日か ら 起算 し て６ 月 以内 に 、国（訴 訟 にお い ては 国を 代 表

す る 者 は 法 務 大 臣 と な る。） を 被 告 と し て 提 起 し な け れ ば な ら な い （ 処 分 が

あっ た こと を 知っ た日 か ら６ 月 以内 で あっ て も、処分 の 日か ら １年 を経 過 す

ると 取 消し の 訴え を提 起 する こ とが で きな く なる 。）。ただ し 、処分 のあ っ た

こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ ０ 日 以 内 に 審 査 請 求 を し た 場 合 に は 、

処分 の 取消 し の訴 えは 、その 審査 請 求に 対す る 裁決 の 送達 を受 け た日 か ら６

月以 内（送 達 を受 けた 日 の翌 日 から 起 算 する 。）に 提 起し な けれ ば なら な い。

採決 の 日か ら １年 を経 過 する と 処分 の 取消 し の訴 え はで きな い 。  
 
 

平成 ２ ２年 ８ 月２ ３日  
那覇 地 方法 務 局長   永  井  行  雄  

 
   


